
 鳥取市温泉事業配湯条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３１年３月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市条例第１７号 

鳥取市温泉事業配湯条例の一部を改正する条例 

鳥取市温泉事業配湯条例（平成１６年鳥取市条例第７８号）の一部を次のように改

正する。 

第１８条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

別表第１の表中「１００ｌにつき１００円」を「１００ｌにつき９１円」に改める。 

別表第２の表中「１，６２０，０００円」を「１，６５０，０００円」に、「２１６，

０００円」を「２２０，０００円」に、「２，８０８，０００円」を「２，８６０，０

００円」に、「４，３２０，０００円」を「４，４００，０００円」に、「５，６１６，

０００円」を「５，７２０，０００円」に、「６，６９６，０００円」を「６，８２０，

０００円」に、「７，５６０，０００円」を「７，７００，０００円」に、「６４８，０

００円」を「６６０，０００円」に、「２，１６０，０００円」を「２，２００，００

０円」に、「２，３７６，０００円」を「２，４２０，０００円」に、「４，７５２，０

００円」を「４，８４０，０００円」に、「７，１２８，０００円」を「７，２６０，

０００円」に、「９，５０４，０００円」を「９，６８０，０００円」に、「１１，８８

０，０００円」を「１２，１００，０００円」に、「１，０８０，０００円」を「１，

１００，０００円」に改める。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市温泉事業配湯条例第１８条の規定は、施行日以後

最初の計量日後に計量又は認定した配湯に係る料金について適用し、施行日以後最

初の計量日以前に計量又は認定した配湯に係る料金については、なお従前の例によ

る。 


